
議案第１８号 

 

東近江市体育施設条例の一部を改正する条例の制定について 

 

東近江市体育施設条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和３年３月１日提出 

 

東近江市長 小 椋 正 清 
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東近江市体育施設条例の一部を改正する条例 

 

東近江市体育施設条例（平成１７年東近江市条例第１２３号）の一部を次のように

改正する。 

題名を次のように改める。 

東近江市スポーツ施設条例 

本則中「体育施設」を「スポーツ施設」に改める。 

別表第３中「利用できない」の次に「。高齢者及び障害者は半額とし、障害者を介 

護する者１人に限り無料とする」を加え、 

を 

に、 

を 

に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（東近江市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関す

る条例の一部改正） 

２ 東近江市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する

条例（平成１７年東近江市条例第７４号）の一部を次のように改正する。 

別表第７号中「体育施設」を「スポーツ施設」に改める。 

 

  

会議室（Ａ・Ｂ） １時間 ２００円  

多目的室 １時間 ４００円  

 

「 

」 

「 

」 

「 

」 

「 

」 

１００円  

陸上競技用具個人 １種目 １００

 
陸上競技用具個人 １種目 １００円  

電光掲示板 １日 １０，０００円  

 
会議室（Ａ・Ｂ・Ｃ） １時間 ２００円  
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提案理由 

体育施設の名称をスポーツ施設に改めるとともに、新たに整備した設備の使用料等

を定めたく、本議案を提出するものである。 
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